
 

 

会社法第 794 条第 1 項に基づく事前開示事項 

 

株式会社巴川製紙所（以下「当社」といいます。）及び日本理化製紙株式会社は、2022 年

1 月 21 日付で株式交換契約書を締結し、当社を株式交換完全親会社、日本理化製紙株式会

社を株式交換完全子会社、効力発生日を 2022 年 4 月 1 日とする株式交換（以下「本株式交

換」といいます。）を行うことにいたしました。なお、本株式交換の効力発生は、本効力発

生日付で予定している日本理化製紙株式会社による昌栄印刷株式会社及び三和紙工株式会

社からの自己株式合計 370,000 株の取得及び同自己株式 370,000 株の消却の効力発生を条

件としています。 

本株式交換に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に基づく開示事

項は、以下のとおりです。 

 

１．株式交換契約の内容 

 

  添付書類に記載のとおりです。 

 

２．交換対価の相当性に関する事項 

イ 株式交換完全親会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する

株式交換完全親会社の株式の総数又はその算定方法並びに株式交換完全子会社の株主に対

する株式交換完全親会社の株式の割当てに関する事項についての定めの相当性に関する事

項 

 

当社は、本株式交換に際して、本株式交換がその効力を生ずる時点の直前時における

日本理化製紙株式会社の株主（但し、当社を除きます。以下「本割当対象株主」といい

ます。）に対し、その保有する日本理化製紙株式会社普通株式の総数に 0.92 を乗じて得ら

れる数の当社の普通株式を割当てます。当社は、本株式交換に際して、本割当対象株主

に対し、その保有する日本理化製紙株式会社普通株式１株に対して、当社普通株式 0.92

株の割合をもって、当社の普通株式を割当て交付します。 

 

当社は、本株式交換における株式交換比率の算定に際して、当社及び日本理化製紙株

式会社の株式価値について、公正性・妥当性確保のため、当社及び日本理化製紙株式会

社から独立した第三者算定機関である株式会社ディシジョンコンサルティングにその算

定を委託しました。 

当社及び日本理化製紙株式会社は、株式会社ディシジョンコンサルティングが当社に

ついては市場株価平均法、日本理化製紙株式会社についてはディスカウンテッド・キャ

ッシュ・フロー法により算定した当社及び日本理化製紙株式会社の株式価値の結果を総

合的に勘案し株式交換比率を算定のうえ、株式交換契約当事者間で協議し、上記の事項

が相当なものであるとして、定めました。 

 



 

ロ 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項 

 

当社の資本金及び準備金の額は増加しません。 

 

３．株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

 

  該当事項はございません。 

 

４．計算書類等に関する事項 

イ 株式交換完全子会社についての最終事業年度に係る計算書類等の内容 

   

添付書類に記載のとおりです。 

 

ロ 株式交換完全子会社についての最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計

算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 

 

  該当事項はございません。 

 

ハ 株式交換完全子会社についての最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

 

  該当事項はございません。    

 

ニ 当社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重要な債務の負担その他の

会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

 

  該当事項はございません。 

 

５．会社法第 799 条第 1 項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権

者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における当社の債務（当該債権者に対し

て負担する債務に限る。）の履行の見込みに関する事項  

 

  本株式交換に際して、会社法第 799 条第１項の規定により異議を述べることのできる

債権者はおりませんので、該当事項はございません。 

 

2022 年 1 月 21 日 

 

東京都中央区京橋二丁目１番３号 

株式会社巴川製紙所 

代表取締役社長 井 上 善 雄 



 

株式交換契約書 

 

株式会社巴川製紙所（住所：東京都中央区京橋二丁目１番３号 以下「甲」という）

と日本理化製紙株式会社（住所：静岡県静岡市清水区中之郷三丁目１番１号 以下「乙」

という）とは、次のとおり株式交換契約書（以下「本契約」という）を締結する。 

 

第 1 条（株式交換） 

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交

換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という）を行う。 

 

第 2 条（商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。 

(1) 甲：株式交換完全親会社 

（商号）株式会社巴川製紙所 

（住所）東京都中央区京橋二丁目１番３号 

(2) 乙：株式交換完全子会社 

（商号）日本理化製紙株式会社 

（住所）静岡県静岡市清水区中之郷三丁目１番１号 

 

第 3 条（株式交換に際して交付する金銭等及びその割当て） 

1. 甲は、本株式交換が効力を生ずる時点の直前時（なお、第 10 条に定める本自己

株式取得及び第 7 条に定める本自己株式消却の効力発生後とする。）における乙の

株主（但し、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。）に対し、その所有する

乙の普通株式の総数に 0.92 を乗じて得られる数の甲の普通株式を割当て交付す

る。 

2. 甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その保有する乙の株式 1 株

につき甲の株式 0.92 株の割合をもって、甲の普通株式を割り当てる。 

3. 甲が前二項に従って本割当対象株主に対して交付する甲の普通株式の数に 1 株に

満たない端数が生じた場合、会社法第 234 条その他関係法令の規定に従い処理す

る。 

 

第 4 条（甲の資本金及び準備金の額） 

本株式交換により甲の資本金及び資本準備金は増加しない。 

 

第 5 条（効力発生日） 

本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2022 年 4 月

1 日とする。但し、株式交換手続の進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議の

うえこれを変更することができる。 

 

第 6 条（株主総会決議） 



 

1．甲は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定に基づき、本契約に関する同法第 795 条

第 1 項に定める株主総会の承認を受けることなく本株式交換を行う。但し、会社法第

796 条第 3 項の規定により株主総会の決議によって本契約の承認を受けなければなら

ない場合、甲は、効力発生日の前日までに、甲の株主総会の決議により本契約の承認

を求めるものとする。 

2．乙は、効力発生日の前日までに、本契約の承認に係る乙の株主総会決議を求める。 

 

第 7 条（自己株式の処理） 

乙は、本株式交換がその効力を生ずる時点の直前時において保有する自己株式（①第

10 条に定義される本自己株式取得により取得する自己株式、及び②本株式交換に際し

て行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買

取りによって取得するものを含む。）の全部を、効力発生日の前日までに開催する乙の

取締役会決議により、本株式交換がその効力を生ずる時点の直前時をもって消却する

（以下「本自己株式消却」という。）。 

 

第 8 条（会社財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後株式交換の日にいたるまで、善良な管理者の注意をもっ

てその業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響

を及ぼす行為については、予め甲乙協議し合意のうえこれを行う。 

 

第 9 条（本契約の変更及び解除） 

本契約締結の日から本株式交換の効力発生日にいたるまでの間において、甲又は乙

の財産状態、経営状態に重大な変動が生じた場合、又は本株式交換の実行に重大な支

障となる事態が生じた場合、その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、甲

乙協議のうえ本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第 10 条（本株式交換の効力） 

1. 本株式交換の効力発生は、①乙による本効力発生日付の昌栄印刷株式会社及び三

和紙工株式会社からの自己株式合計 370,000 株の取得（以下「本自己株式取得」

という。）、及び②本自己株式消却の効力発生を条件とする。 

2. 本契約は、第 6 条第 2 項に定める乙の株主総会の承認が得られないとき又は前条

に基づき本契約が解除された場合は、その効力を失う。第 6 条第 1 項但し書きの

場合に、甲の株主総会の承認が得られないときも同様とする。 

 

第 11 条（準拠法及び管轄裁判所）  

1. 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。  

2. 本契約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とする。  

 

第 12 条（協議解決） 



 

本契約の規定に関する疑義又はこれに規定のない事項については、 甲乙協議して解決

するものとする。 

 

本契約締結の証として本書 1 通を作成し、甲乙記名捺印の上、甲が原本を、乙がその

写しを保有する。 

 

2022 年 1 月 21 日 

 

東京都中央区京橋二丁目１番３号 

甲 株式会社巴川製紙所 

代表取締役社長 井 上 善 雄 

 

 

静岡県静岡市清水区中之郷三丁目１番１号 

乙 日本理化製紙株式会社 

代表取締役社長 渋 谷 章 広 




















